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寒河江市告示第１５号 

 

寒河江市建設工事請負契約約款等の一部を改正する約款 

 

（寒河江市建設工事請負契約約款の一部改正） 

第１条 寒河江市建設工事請負契約約款（令和４年市告示第２４号）の一部を次

のように改正する。 

第１条第４項を次のように改める。 

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

また、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個

人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

第３６条第８項中「第６項」を「第７項」に改め、同項を同条第９項とし、

同条中第７項を第８項とし、第３項から第６項までを１項ずつ繰り下げ、同条

第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の

次に次の１項を加える。 

２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であっ

て、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を



講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託し

たものとみなす。 

第３７条第１項中「前条第５項」を「前条第６項」に改める。 

第４２条第１項中「第３項から第５項まで、第７項及び第８項」を「第４項

及び第６項から第８項まで」に改める。 

（寒河江市設計業務等委託契約約款の一部改正） 

第２条 寒河江市設計業務等委託契約約款（令和４年市告示第 25 号）の一部を

次のように改正する。 

第１条第５項を次のように改める。 

５ 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。ま

た、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人

情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

第４条中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、

同条第２項中「前」を「第１」に、「５」を「６」に改め、同項を同条第３項と

し、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」

という。）であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた

措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を

寄託したものとみなす。 

第３３条第６項中「第４項」を「第５項」に改め、同項を同条第７項とし、

同条中第５項を第６項とし、第２項から第４項までを１項ずつ繰り下げ、第１

項の次に次の１項を加える。 

２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であっ

て、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を



講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託し

たものとみなす。 

第３４条第１項中「前条第３項」を「前条第４項」に改める。 

（寒河江市業務委託契約約款の一部改正） 

第３条 寒河江市業務委託契約約款（令和５年市告示第２１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条第５項を次のように改める。 

５ 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。ま

た、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人

情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

附 則 

この約款は、令和６年４月１日から施行する。 


